
 

 

接続約款変更届出書 

 

令和 7年 3月 24日 

 

総務大臣 殿 

 

郵 便 番 号 163-8003 

住  所 東京都
とうきょうと

新宿区
しんじゅくく

西新宿
にししんじゅく

二丁目
にちょうめ

3
ばん

番2
ごう

号 

氏 名 ＫＤＤＩ
けいでぃーでぃーあい

株式会社
かぶしきかいしゃ

 

 代表取締役社長 CEO     髙
たか

橋
はし

 誠
まこと

 

登録年月日 平成 16年 4月 1日 

及び登録番号 第 3号 

連 絡 先     

 

 

 

 

  電気通信事業法第 34 条第 2 項の規定により、別紙のとおり接続約款を変更するの

で届け出ます。 

 

 

実 施 期 日 令和 7年 4月 1日 

 

 

 



 

 

接続約款変更届出書 

 

令和 7年 3月 24日 

 

総務大臣 殿 

 

郵 便 番 号 900-8540 

住  所 沖縄県
おきなわけん

那覇市
な は し

松山
まつやま

一丁目
いっちょうめ

２番１号
   ばん   ごう

 

氏 名 
おきなわ

沖縄セルラー電話
で ん わ

株式会社
かぶしきかいしゃ

 

 代表取締役社長      宮倉
みやくら

 康
やす

彰
あき

 

登録年月日 平成 16年 4月 1日 

及び登録番号 第 71号 

連 絡 先     

 

 

 

 

  電気通信事業法第 34 条第 2 項の規定により、別紙のとおり接続約款を変更するの

で届け出ます。 

 

 

実 施 期 日 令和 7年 4月 1日 

 

 

 

 



別紙 

電気通信事業法第 34 条第２項に基づく第２種指定電気通信設備との接続に係る接続約款の新旧対照 

新 旧 

第３章 協定の締結手続き等 

第３節 接続申込み 

（接続申込みの承諾） 

第 18 条 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、第 16条（接続申込み）に規定する接

続申込みがあったときは、次の場合を除き、その接続申込みを受け付けた順番に従って別

表３（様式）様式第７の書面により承諾します。 

(１)～(４) （略） 

(５) 接続申込者が、その接続に関する協定で定められた技術的又は経済的事項について

重大な違反を行い、かつ、正当な理由なく当社による当該重大な違反に対する是正の

求めに応じないとき（第３号に掲げる理由を除きます。）。 

２ (略) 

 

（略） 

 

第５章 協定の締結・解除等 

（協定上の地位の移転又は承継） 

第 44 条 （略） 

３ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、前項の規定により協定上の地位の移転又は

承継の承諾を求められたときは、次の場合を除き、これを承諾します。 

(１) （略） 

(２) 協定上の地位の移転又は承継を受けようとする者が第 18 条（接続申込みの承諾）

第１項第３号又は第５号に該当する者であるとき。 

(３)～(５)  （略） 

 

（略） 

 

（当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が行う協定の解除） 

第 48 条 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、第 61条（接続の停止）の規定により

接続を停止された協定事業者が、なおその事実を解消しないときは、協定を解除すること

があります。 

２ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、協定事業者が第 61 条（接続の停止）又は第

71 条の２（支払いの留保）に該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい

支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、接続の停止又は負担すべき

金額の支払いの留保をしないでその協定を解除することがあります。 

３ （略） 

 

（略） 

 

第３章 協定の締結手続き等 

第３節 接続申込み 

（接続申込みの承諾） 

第 18 条 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、第 16条（接続申込み）に規定する接

続申込みがあったときは、次の場合を除き、その接続申込みを受け付けた順番に従って別

表３（様式）様式第７の書面により承諾します。 

(１)～(４) （略） 

 

 

 

２ (略) 

 

（略） 

 

第５章 協定の締結・解除等 

（協定上の地位の移転又は承継） 

第 44 条 （略） 

３ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、前項の規定により協定上の地位の移転又は

承継の承諾を求められたときは、次の場合を除き、これを承諾します。 

(１) （略） 

(２) 協定上の地位の移転又は承継を受けようとする者が第 18 条（接続申込みの承諾）

第１項第３号に該当する者であるとき。 

(３)～(５)  （略） 

 

（略） 

 

（当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が行う協定の解除） 

第 48 条 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、第 61 条（接続の停止）の規定により

接続を停止された協定事業者が、なおその事実を解消しないときは、協定を解除すること

があります。 

２ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、協定事業者が第 61 条（接続の停止）に該当

する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき

は、前項の規定にかかわらず、接続の停止をしないでその協定を解除することがあります。 

 

３ （略） 

 

（略） 
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新 旧 

第９章 接続等の一時中断、停止及び中止 

（接続の停止） 

第 61 条 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、協定事業者が次表の左欄のいずれか

に該当するときは、右欄に規定する期間、その接続（次表の左欄の対象となる接続（以下

「対象接続」といいます。）のみを停止することが技術的に困難な場合等は、その協定事

業者との対象接続以外の接続を含む場合があります。以下この条において同じとします。）

を停止することがあります。 

 
 

区     別 
 

 

期   間 
 

(１)  （略） （略） 

(２)  （略） （略） 

(３)  （略） （略） 

(４)  （略） （略） 

(５)  （略） （略） 

 

(６) 協定事業者が、その接続に関する協

定で定められた技術的又は経済的事項

について重大な違反を行い、かつ、正当

な理由なく当社による当該重大な違反

に対する是正の求めに応じないとき

（第１欄から第３欄に掲げる理由を除

きます。）。 
 

その事由が解消されるまでの間 

 

２～５ （略） 

 

（略） 

 

第 10 章 料金等 

第４節 料金の計算及び支払い 

（支払いの留保） 

第 71 条の２ 当社は、協定事業者が第 61 条（接続の停止）第 1 項の表中第１欄、第２欄、

第３欄又は第６欄に該当するときは、当社がその協定事業者に対し対象接続（対象接続の

みに関し負担すべき金額の支払いを留保することが技術的に困難な場合等は、その協定事

第９章 接続等の一時中断、停止及び中止 

（接続の停止） 

第 61 条 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、協定事業者が次表の左欄のいずれか

に該当するときは、右欄に規定する期間、その接続（次表の左欄の対象となる接続（以下

「対象接続」といいます。）のみを停止することが技術的に困難な場合等は、その協定事

業者との対象接続以外の接続を含む場合があります。以下この条において同じとします。）

を停止することがあります。 

 
 

区     別 
 

 

期   間 
 

(１)  （略） （略） 

(２)  （略） （略） 

(３)  （略） （略） 

(４)  （略） （略） 

(５)  （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２～５ （略） 

 

（略） 

 

第 10 章 料金等 

第４節 料金の計算及び支払い 

（新設） 
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新 旧 

業者との対象接続以外の接続を含む場合があります。以下、この条において同じとしま

す。）に関し負担すべき金額の支払いを留保することがあります。 

２ 当社は、前項の規定により支払いの留保をするときは、協定事業者に対して書面により

その理由をあらかじめ通知します。 

 ただし、協定事業者の所在が不明であるときは、当社が協定事業者から通知されている住

所等への再度の書面の郵送をもって、その通知を行ったものとみなします。 

３ 第１項の規定により支払いの留保をした場合において、その支払いの留保の理由となっ

た事実が解消されたときは、当社は、その支払いの留保をしていた負担すべき金額を速や

かに支払うこととします。この場合において、当社は、支払いの留保をしていた協定事業

者に対し負担すべき金額には利息を付さないものとします。 

 

（略） 

 

第 15 章 雑則 

（承諾の限界） 

第 98 条 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、協定事業者（接続申込者を含みます。

以下この条において同じとします。）から工事又は手続き等の請求があった場合に、この

約款において別段の定めがある場合のほか、その請求を承諾することが技術的に困難なと

き又は保守することが著しく困難であるとき等当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者

の業務の遂行上支障があるとき、又は協定事業者が接続に関し負担すべき金額の支払いを

怠り、若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求に関する協定で定められた技術的又は

経済的事項について重大な違反を行い、かつ、正当な理由なく当社による当該重大な違反

に対する是正の求めに応じないときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合

には、その理由をその請求した協定事業者に書面により通知します。 

 

（双務的条件） 

第 99 条 協定事業者は、当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者と協定を締結するときは、

この約款の第 10 条（当社の接続対象地域）、第 19 条（接続用設備の設置又は改修の申込

み）から第 30 条（接続用ソフトウェアの開発の中止）まで、第 32 条（瑕疵）、第 44 条

（協定上の地位の移転又は承継）、第 45 条（権利及び義務の譲渡）、第 48 条（当社若し

くは当社及び特定ＢＷＡ事業者が行う協定の解除）、第 54条（協定事業者の切分責任）、

第 56 条（第三者への債権譲渡等）、第 60 条（接続の一時中断）、第 61 条（接続の停止）、

第 62 条（接続の中止）、第 63条（工事又は手続き等の停止及び中止）、第 71 条の２（支

払いの留保）、第 73 条（期限の利益喪失）、第 74 条（相殺）、第 78 条（割増金）、第

79 条（延滞利息）、第 86 条（トラヒック又は回線数が乖離した場合の取扱い）、第 87 条

（免責）及び第 98 条（承諾の限界）において規定する条件と同等の条件で双務的に協定

を締結することができます。この場合において、協定事業者が届出電気通信事業者である

場合は、第 10 条（当社の接続対象地域）に「事業法第９条又は第 13 条の規定により登録

を受け又は変更された業務区域」とあるのは「事業法第 16 条の規定により届け出た業務

区域」に読み替えるものとします。 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第 15 章 雑則 

（承諾の限界） 

第 98 条 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、協定事業者（接続申込者を含みます。

以下この条において同じとします。）から工事又は手続き等の請求があった場合に、この

約款において別段の定めがある場合のほか、その請求を承諾することが技術的に困難なと

き又は保守することが著しく困難であるとき等当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者

の業務の遂行上支障があるとき、又は協定事業者が接続に関し負担すべき金額の支払いを

怠り、又は怠るおそれがあるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合に

は、その理由をその請求した協定事業者に書面により通知します。 

 

 

 

（双務的条件） 

第 99 条 協定事業者は、当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者と協定を締結するときは、

この約款の第 10 条（当社の接続対象地域）、第 19 条（接続用設備の設置又は改修の申込

み）から第 30 条（接続用ソフトウェアの開発の中止）まで、第 32 条（瑕疵）、第 44 条

（協定上の地位の移転又は承継）、第 45 条（権利及び義務の譲渡）、第 48 条（当社若し

くは当社及び特定ＢＷＡ事業者が行う協定の解除）、第 54条（協定事業者の切分責任）、

第 56 条（第三者への債権譲渡等）、第 60 条（接続の一時中断）、第 61 条（接続の停止）、

第 62 条（接続の中止）、第 63 条（工事又は手続き等の停止及び中止）、第 73 条（期限の

利益喪失）、第 74 条（相殺）、第 78 条（割増金）、第 79条（延滞利息）、第 86 条（ト

ラヒック又は回線数が乖離した場合の取扱い）、第 87 条（免責）及び第 98 条（承諾の限

界）において規定する条件と同等の条件で双務的に協定を締結することができます。この

場合において、協定事業者が届出電気通信事業者である場合は、第 10 条（当社の接続対象

地域）に「事業法第９条又は第 13 条の規定により登録を受け又は変更された業務区域」と

あるのは「事業法第 16 条の規定により届け出た業務区域」に読み替えるものとします。 

 

２ （略） 
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新 旧 

 

（略） 

 

料金表 

通則（略） 

 

第１表 接続料金 

第１ 網使用料 

１ 適用（略） 

 

２料金額 

２－１ 端末接続機能 

区     分 単  位 料 金 額 

端末接続機能 １秒ごとに 0.048963円 

 

２－２ ＭＮＰ転送機能 

区     分 単  位 料 金 額 

ＭＮＰ転送機能 １秒ごとに 0.0061787円 

 

２－３～２－５（略） 

 

２－６ 文字メッセージ通信接続機能（携帯電話） 

区     分 単  位 料 金 額 

文字メッセージ通信接続機能

（携帯電話） 
１通信ごとに 0.37543円 

 

２－６の２ 文字メッセージ通信接続機能（衛星直接通信） 

区     分 単  位 料 金 額 

文字メッセージ通信接続機能

（衛星直接通信） 
１通信ごとに 0.37543円 

 

２－７（略） 

 

２－８ ００ＸＹ自動接続回線管理機能 

区     分 単  位 料金額 備考 

 

（略） 

 

料金表 

通則（略） 

 

第１表 接続料金 

第１ 網使用料 

１ 適用（略） 

 

２料金額 

２－１ 端末接続機能 

区     分 単  位 料 金 額 

端末接続機能 １秒ごとに 0.045747円 

 

２－２ ＭＮＰ転送機能 

区     分 単  位 料 金 額 

ＭＮＰ転送機能 １秒ごとに 0.0067866円 

 

２－３～２－５（略） 

 

２－６ 文字メッセージ通信接続機能（携帯電話） 

区     分 単  位 料 金 額 

文字メッセージ通信接続機能

（携帯電話） 
１通信ごとに 0.51938円 

 

２－６の２ 文字メッセージ通信接続機能（衛星直接通信） 

区     分 単  位 料 金 額 

文字メッセージ通信接続機能

（衛星直接通信） 
１通信ごとに 0.51938円 

 

２－７（略） 

 

２－８ ００ＸＹ自動接続回線管理機能 

区     分 単  位 料金額 備考 
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００ＸＹ自動接続回線管理機能 １契約者回線ごとに 71円 月額 

 

２－９ 直収パケット接続サービス制御装置連携機能 

区     分 単  位 料金額 備考 

直収パケット接続サービス制御

装置連携機能 
１契約者回線ごとに 31円 月額 

 

第１の２ 将来原価方式対象機能の網使用料（略） 

 

第２ 網改造料 

１ 適用（略） 

 

２ 料金額 

網改造料は、接続用設備の設置又は改修に要した費用及び接続用ソフトウェアの開発に

要した費用とし、次により算出します。 

 

２－１ 算出式（略） 

 

２－２ 年額料金の算定に係る比率 
 

区    分 
 

 

内    容 
  

諸掛費率 
 

 

（略） 
 

 

設備管理費率 
 

 

法定耐用年数期間内 
 

 

0.086 
  

法定耐用年数経過後 
 

 

0.077 
 

 

第２表 工事費 

１ 適用（略） 

 

２ 工事費の額 

工事費は次表のとおりとします。 

 

２－１ 工事費 

区     分 単  位 料 金 額 

（１）（略） （略） （略） （略） 

（２）直収パケット
（略） （略） （略） 

００ＸＹ自動接続回線管理機能 １契約者回線ごとに 75円 月額 

 

２－９ 直収パケット接続サービス制御装置連携機能 

区     分 単  位 料金額 備考 

直収パケット接続サービス制御

装置連携機能 
１契約者回線ごとに 34円 月額 

 

第１の２ 将来原価方式対象機能の網使用料（略） 

 

第２ 網改造料 

１ 適用（略） 

 

２ 料金額 

網改造料は、接続用設備の設置又は改修に要した費用及び接続用ソフトウェアの開発に要

した費用とし、次により算出します。 

 

２－１ 算出式（略） 

 

２－２ 年額料金の算定に係る比率 
 

区    分 
 

 

内    容 
  

諸掛費率 
 

 

（略） 
 

 

設備管理費率 
 

 

法定耐用年数期間内 
 

 

0.088 
  

法定耐用年数経過後 
 

 

0.080 
 

 

第２表 工事費 

１ 適用（略） 

 

２ 工事費の額 

工事費は次表のとおりとします。 

 

２－１ 工事費 

区     分 単  位 料 金 額 

（１）（略） 
（略） （略） （略） 

（２）直収パケット
（略） （略） （略） 
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新 旧 

接続に係るデータ設

定工事費 

イ 第６条（標準的な接続

箇所）表中第２欄に規定す

る接続箇所における接続に

係る工事のうち接続帯域幅

の変更に係る工事に要する

費用 

1 工事ごとに 67,700 円 

（３）（略） 
（略） （略） （略） 

 

２－２ 算出式（略） 

 

２－３ ２－２に適用する作業単金 

区     分 単  位 料 金 額 

作業単金 一人あたり１時間ごと 6,770円 

 

第３表 手続費（略） 

 

第４表 その他の費用 

第１ ａｕＩＣカードの貸与に係る費用の額 

区  分 単位 形 状 費用の額 備 考 

ａｕＩ

Ｃカー

ドの貸

与に係

る費用 

ａｕＩＣカ

ードの貸与

に係る請求

をし、当社

が承諾した

ときに要す

る費用 

1 枚ご

とに 

「 Plug-in 

UICC 」 、

「 Mini-

UICC」、又は

「4FF」 

159 円 （略） 

「4FF」 159 円 （略） 

 

（略） 

 

 

附則（令和７年３月 24 日 K相接 S 0059 及びＯＣＴ技第 24-220 号） 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和７年４月１日から実施します。 

２ ただし、この改正規定のうち、料金表 第１表 接続料金 第１ 網使用料 ２ 料金額

及び、第２ 網改造料 ２ 料金額 ２－２ 年額料金の算定に係る比率の規定は、令和７

年３月 31 日から実施します。 

接続に係るデータ設

定工事費 

イ 第６条（標準的な接続

箇所）表中第２欄に規定す

る接続箇所における接続に

係る工事のうち接続帯域幅

の変更に係る工事に要する

費用 

1 工事ごとに 64,700 円 

（３）（略） 
（略） （略） （略） 

 

２－２ 算出式（略） 

 

２－３ ２－２に適用する作業単金 

区     分 単  位 料 金 額 

作業単金 一人あたり１時間ごと 6,470円 

 

第３表 手続費（略） 

 

第４表 その他の費用 

第１ ａｕＩＣカードの貸与に係る費用の額 

区  分 単位 形 状 費用の額 備 考 

ａｕＩ

Ｃカー

ドの貸

与に係

る費用 

ａｕＩＣカ

ードの貸与

に係る請求

をし、当社

が承諾した

ときに要す

る費用 

1 枚ご

とに 

「 Plug-in 

UICC 」 、

「 Mini-

UICC」、又は

「4FF」 

143 円 （略） 

 

 

 

 

「4FF」 143 円 （略） 

 

  

（略） 

 

 

 

  




